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発 注 説 明 書 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務

（令和６年度）に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯蔵・環境安

全事業株式会社契約規程等関係規程等に定めるもののほか、この発注説明書によるものとす

る。 

 

１ 公 告 日   令和６年２月６日 

 

２ 契 約 職   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

中間貯蔵管理センター所長 水取 周隆 

 

３ 調達概要 

 (1) 件  名 中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務(令和６年度) 

(2) 仕 様 等 別添の仕様書による。 

(3) 契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

(4) 賃貸借期間 別添の仕様書による。 

 (5) 納品場所 別添の仕様書による。 

 (6) 入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当た

っては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額

を加算した場合（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切

り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(7) そ の 他 本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注するもの

である。 

 

４ 競争参加資格 

競争参加資格確認申請書の提出期限（令和６年２月１３日(火)）において次の条件を全て

満たしている者であること。 

 (1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

 (2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

 (3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 

 (4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重要な

事項について虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者でないこ

と。 

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団又は暴力団

員と関係がないこと。 

 (7) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けて

いる期間中でないこと。 

 (8) 令和 04・05・06 年度に有効な全省庁統一資格(役務の提供等、営業品目「賃貸借」)
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を有する者であること。（当該参加資格について、申請済みであり、入札日までに競争

参加資格を取得する場合も可とする。） 

 (9) 仕様書に指示された要件等を満たすことができること。 

 

５ 担当部課 

  〒970-8026 福島県いわき市平字大町７－１ 平セントラルビル４Ｆ 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 中間貯蔵管理センター 総務課 

     TEL 0246-23-8900（担当：上田、服部、鈴木(宏)） 

FAX 0246-23-8916 

 

６ 競争参加資格確認申請書の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に

従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無について確

認を受けなければならない。 

なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと

認められた者は、本競争に参加することができない。 

(2) 競争参加資格確認申請書の提出 

① 提出期間 令和６年２月６日(火)から令和６年２月１３日(火)まで 

土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 

10 時から 12 時及び 13 時から 16 時以下同じ。 

  ② 提出場所 ５に同じ。 

  ③ 提出方法 持参又は送付すること。（提出期限必着） 

         郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 

  ④ 提出部数 １部 

(3) 競争参加資格確認申請書 

競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。 

(4) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法 

通知予定日 令和６年２月１６日(金) 

通 知 方 法 通知書をＦＡＸ又は電子メール及び郵送する。 

(5) その他 

  ① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 

  ② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で

使用しない。 

  ③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。 

  ④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出（部分的な再提出を含む。

以下同じ。）は認めない。 

  ⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は５に同じ。 

 

７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認めた

理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

① 提出期限 令和６年２月２０日(火)16 時まで 

② 提出場所 ５に同じ。 
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③ 提出方法 書面は持参又はＦＡＸにより提出すること。（提出期限必着） 

※ＦＡＸによる場合は受信の確認について電話連絡の上、後日原本を提

出すること。 

(2) 契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和６年２月２２日

(木)16 時までに書面により回答するものとする。 

 

８ 質問及び回答 

(1) 本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある場合

は、次に従い、書面（別添「質問・回答書」）により提出すること。  

①提出期間：［発注内容に関するもの］ 

令和６年２月６日（火）から令和６年２月１３日（火）まで 

②提出場所：５に同じ                       

③提出方法：書面はＦＡＸにより提出するものとする。(提出期限必着) 

※ＦＡＸによる場合は受信の確認について電話連絡の上、後日原本を提出

すること。 

(2) 上記(1)の質問に対する回答は、次のとおりとする。 

［発注内容等に関するもの］回答日  令和６年２月１６日（金） 

回答方法 ＦＡＸにより回答する。 

 

９ 入札の日時及び場所 

(1) 日 時： 令和６年２月２９日（木） 15 時～ 

(2) 場 所： 福島県いわき市平字大町７－１ 平セントラルビル４Ｆ 

 

10 入札方法等 

(1) 入札書は、持参すること。 

(2) 入札金額については、業務一式あたりの金額（税抜）を記載すること。 

(3) 入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

(4) ２回の入札において予定価格を下回る入札者がいない場合は、最低価格入札者と見積

合せを行う。 

 

11  入札保証金  免除 

 

12  契約保証金  免除 

 

13  開札 

入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開

札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない社員を立ち会わせて開札を行う。 

 

14  入札の無効 

入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、別添「入札（見積）者に対する

指示書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札

を行った者を契約者としていた場合には契約決定を取り消す。 

なお、入札執行の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けているもの、そ

の他４に掲げる資格のないものは、競争参加資格のないものに該当する。 
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15  落札者の決定方法 

(1) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成された予定価

格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入

札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

(2) 国と当社との委託契約に基づき、当該契約を締結するため、契約締結日は国の令和

６年度予算（暫定予算を含む。）が成立した日以降とする。また、暫定予算になった

場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 

(3) レンタカーについては、帰還困難区域に入域するため原子力災害対策特別措置法第

26 条第 2 項に基づき一時立入りに関する事前申請を行う必要があることから、当該

業務の契約予定者は、レンタカーに係るメーカー名、車名、色及びナンバーについて、

契約者決定後に当社から提供する所定の書式に必要な情報を記載の上、令和６年３ 

月１４日（木）15 時までに電子データにて提出すること。 

なお、提出された情報については、帰還困難区域一時立入申請にのみ使用するもの

とする。 

 

16 手続における交渉の有無  無し 

 

17  契約書作成の要否等 

  別添「賃貸借契約書（案）」により、契約書を作成する。 

 

18  支払条件  

発注者への納入後、月末にその月の利用料を発注者に請求すること。請求書には車種毎

の内訳を明記すること。支払は請求書受領月の翌月末とする。 

  

19 関連情報を入手するための照会窓口  ５に同じ。 

 

20 その他 

(1)入札参加者は、別添「入札（見積）者に対する指示書」を熟読し、遵守すること。 

 (2)別添様式等 

① 現場説明書 

② 入札（見積）者に対する指示書 

③ 賃貸借契約書（案） 

④ 仕様書（案） 

⑤ 競争参加資格確認申請書 

⑥ 質問・回答書 
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別紙 

発注手続日程（予定）＜一般競争入札＞ 
                                                         

 

 入札公告（JESCOホームページ(ＨＰ)）  ２/６（火） 

                

 発注説明書の交付期間 

（直接交付またはＨＰからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ） 
 ２/６（火）～２/１３（火） 

     

   

 競争参加資格申請の提出期限   

 
２/６（火）～２/１３（火） 

発注内容等に関する質問書の提出期限 

   

 

 

競争参加資格の確認結果の通知 
 

２/１６（金） 

Fax又は電子メール及び郵送 

（質問回答書はＦａｘのみ） 発注内容等に関する質問書に対する回答日 

    

  
資格がないと認めた理由 

の説明要求期限 
 ２/２０（火）１６時まで 

    

  同質問に対する回答日  ２/２２（木）１６時まで 

   

 入      札  ２/２９（木) １５時～ 

   

 車種、車両ナンバー等をＪＥＳＣＯへ通知  ３/１４（木）１５時まで 

  

 契      約  ４/１ (月) 予定 

   

 納      車 ※  ４/１（月）８時まで 

 

※1 提出書類等の受付時間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10～12

時及び 13～16 時。 

※2 納車については現在の予定であり、別途落札者と調整、確認する。 
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現 場 説 明 書 

 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 

 

 

件  名   中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度） 

 

 

契約期間   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 上記業務につき下記のとおり説明する。この説明は、契約仕様書等と同様の効力を有する

ものとする。   

 

１．入札（見積）は「入札（見積）者に対する指示書」の定めるところに従って行なう。 

         

２．質問がある場合は、別紙「質問・回答書」により行うものとする。 

 [発注内容等に関するもの] 

提出期間 令和６年２月６日（火）から令和６年２月１３日（火）まで 

提出場所：発注説明書「５ 担当部課」に同じ                       

提出方法：書面はＦＡＸにより提出するものとする。(末日の１６時必着とする。) 

       正は郵送すること。 

 

３．質問に対する回答は、次のとおりとする。 

［発注内容等に関するもの］ 

回 答 日  令和６年２月１６日（金） 

回答方法  ＦＡＸにより回答する。 

以上 
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入札（見積）者に対する指示書 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「会社」という。）が締結する業

務等契約に関する入札（見積）（以下「入札」という。）執行上の注意事項並びに契約締結

上の必要事項について指示するものである。 

 

一 入札執行上の注意事項 

 

 第1  入札者の注意事項 

   入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

1  入札者は、発注説明書、仕様書、契約書（案）等を熟知のうえ、入札しなければな

らない。 

2  入札者は、所定の時刻の少なくとも 10 分前に集合し、必要な書類を提出し、審査を

受けること。 

3  入札書は別添様式第３号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。 

4  入札金額は、仕様書及び契約書（案）（以下「仕様書等」という。）により積算す

ること。なお、入札日の前日までに仕様書等について修正があった場合は、修正後の

仕様書等により積算すること。 

5  入札書は、代表者名及び印章を押印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入

札すること。 

① 代理人により入札する場合は、別添様式第１号－１の委任状を入札の執行前に提

出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名及び代理人である旨を記

載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札

書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。 

② 代理人が復代理人を選任する場合は、別添様式第１号－２及び第２号の復代理人

に対する委任状を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任

状の作成がない限り、副代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任

する日付は、入札日以前であること。 

6  入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。 

7  入札者は、入札書を入札箱に投入した後は、その引換え、変更又は取消しをするこ

とができない。 

8   入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを

辞退することができる。 

入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるとこ

ろにより申し出るものとする。 

①  入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第５号による入札（見積）辞退書

を発注者に直接持参し、又は送付（入札又は見積り執行日の前日までに到着する

ものに限る。）して行う。 

②  入札又は見積り執行中にあっては、入札（見積）辞退書又はその旨を明記した

入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 

入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益
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な取扱いを受けるものではない。 

 

 第2  公正な入札の確保 

１  入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

2   入札者は、入札にあたっては、他の入札者と入札意思、入札価格又は入札書、入札

金額内訳書その他提出する書類（以下「入札書等」という）の作成についていかなる

相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。 

3   入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して、入札意思、入札価格、

入札書等を意図的に開示してはならない。 

 

 第3  入札の無効 

   次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。 

1  入札書の金額が訂正してある場合 

2  入札者の記名又は押印が欠けている場合 

3  誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合 

4  再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合 

5  送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された

場合 

6  送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書

等が提出された場合 

7  一般競争における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場合 

8  競争に参加する資格のない者が入札を行った場合 

9  同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合 

10 明らかに連合によると認められる入札を行った場合 

11 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は会

社の指示に従わなかった場合 

 

 第4  入札の中止その他  

入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執

行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

 第5  開札及び落札者（見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。）の決定 

1  開札は、入札終了後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又

はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない社員を立ち会わ

せて行う。 

2  落札者は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のう

ち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 
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3  前号の決定方法によって落札となるべき同価の入札をした者が2 者以上あるとき

は、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該

入札者のうちにくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない社員にくじを

引かせる。 

4  開札の結果は、開札に立ち会っている入札者等には口頭により通知し、その他の入

札者には電子メール又はＦＡＸにより通知する。 

5 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合前回の入札に

参加しなかった者は、入札に加わることはできない。 

ただし、開札会場に入札者全員が立ち会っていない場合は、別途日を改めて再度の

入札を行う。 

6 前号の再度の入札は、原則として1 回を限度とする。 

7 前号の再入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者から順次見積り合せを行

う。 

 

 第6  見積合わせの場合の準用 

1  第１から第５に規定する事項（第５第３号を除く。）は、見積の場合に準用する。 

2  見積の場合は、予定価格の範囲内で見積をした場合のみ、その者を落札予定者とす

る。 

 

二 契約上の注意事項 

 

 第1  契約書等 

1  落札者は、会社所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から7 日以内に

提出しなければならない。ただし、承諾をえて、この期間を延長することができる。 

2  契約書を作成する場合において、会社が落札者とともに記名押印しなければ、当該

契約は確定しないものとする。 

        

 第2  契約の保証 

  入札保証金免除、契約保証金免除。 

 

 第3  契約代金の支払 

1  賃貸借契約書（案）による。 

2  代金は、別添様式第４号の代金支払請求書に基づき振込み支払とする。 

ただし、落札者側の定形の様式がある場合は発注者との協議により代えることを可

能とする。 

 

三 その他の事項 

 入札者は、入札の執行後においては、本指示書、仕様書等、現場の状況等について

の不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。 
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（様式第１号－１） 

 

                

委  任  状 
 

 

 

 私は、（会社名、所属部課名、氏名）を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

 件 名  中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度） 

 

 

 委任事項  入札（見積）に関すること。 

 

 代 理 人                   印 

 

 

                    

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

  中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿 

 

 

                 住  所 

 

                 会 社 名                    

 

                 代 表 者                   印  
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（様式第１号－２） 

 

                

委  任  状 
 

 

 私は、（支社名、所属部課名、氏名）を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

 件 名  中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度） 

 

 

 委任事項 一 入札（見積）に関すること。 

      二 復代理人を選任すること。 

      三 契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。 

      四 諸願届等に関すること。 

 

住  所 

会 社 名 

代 理 人                     印 

 

  

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

  中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿 

 

                 住  所 

 

                 会 社 名                    

 

                 代 表 者                   印 
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（様式第２号） 

 

（復代理人用） 

委  任  状 
 

 

 私は、（支社名、所属部課名、氏名）を復代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

 件 名  中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度）     

 

 

 委任事項  入札（見積）に関すること。 

 

 

 復 代 理 人               印 

  

 

 

 

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

  中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿 

 

                 住  所 

 

                 会 社 名                    

 

                 代 理 人               印 
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（様式第３号） 

入札（見積）書 
 

       

      

 

 金   

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     

    

    

                                                                         

 

件 名  中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度）  

 

 上記の金額により入札（見積）いたします。 

     ※上記金額は下表の総価(d)で消費税及び地方消費税を除いた額である。 

内訳 

ボディータイプ 
単価 

(a) 

台数 

(b) 

月(日)数 

(c) 

金額 

（(a)×(b)×(c)） 

ワゴン 円 5 12 ヵ月 円 

合 計    (d)        円 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

               住 所      

               会 社 名                      

               代表者氏名                  印 

               又は                 

               代理人又は復代理人氏名            印 

               （代理人又は復代理人による場合は代表者印省略可） 

 

                     

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

  中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿 

 

 （注）入札（見積）書は、封かんし、業務名を表記すること。 
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入札（見積）書封かん例 
 

             （表面）                           （裏面） 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

入 
 

 

札 
(
 

見 
 

 

積 
)
 

 

書 

  
 

 
 

件 
 

名 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

令 

和 
 

 

年 
 

 

月 
 

日 

  
 

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社 

 
 

 

中
間
貯
蔵
管
理
センター

所
長 

 

殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  印   

  

 印  

  

 

 

 

 

社名等 
 

  印   
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（様式第４号） 

令和  年  月  日 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿 

                                  

                                 

                                      所 在 地                   

                                  商号又は名称 

                                代 表 者 名                         印 

           適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号 [有]（T                   ）  

（登録済の場合は T で始まる登録番号を入力） [無] 

              （無しの場合は[有]に取り消し線を入力）    

             

 

令和 年 月期代金支払請求書 
                              

   

   件  名 中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度）  

 

 上記について、令和  年  月期代金を下記のとおり請求いたします。   

 

 

記 

 

金                  円  

（内消費税額１０％：      円） 

 

                                                              

上記金額について、下記にお振込戴きたくお願いします。 

 

振込指定金融機関                  

支店名                                     

                                                            

預 金 種 別                          

 

口 座 番 号                          

 

口 座 名 義                          
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（様式第５号） 

                                                         令和  年  月  日 
 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
  中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿 
 
 

住   所             
会 社 名             
代表者氏名 印 

                                         
 
 

入札（見積）辞退書 
 
 

件 名  中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度）    
                                                                     
 
 

標記について入札を辞退いたします。 
 
   辞退となった理由（可能な範囲で記載願います） 
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賃貸借契約書（案） 

 

１．件 名 中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度） 

 

２．契 約 期 間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

 

３．賃貸借期間 仕様書のとおり 

４．納 入 場 所 仕様書のとおり 

５．契約保証金 免除 

 

上記の件について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「発注者」という。）と （以

下「受注者」という。）とは、自動車及びその附属品（以下「自動車等」という。）の賃

貸借について、次のとおり契約する。 

 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、契約仕様

書（発注仕様書及び現場説明書をいう。以下同じ。）に従い、この契約（この契約書及び

契約仕様書を内容とする業務の賃貸借契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならな

い。 

 

（仕様書等の疑義） 

第２条 仕様書等に明示されていないものは、発注者受注者協議して定める。ただし、軽

微なものについては、受注者は、発注者の指示に従うものとする。 

 

（賃貸借単価） 

第３条 自動車の賃貸借料（以下「料金」という。）は、別表のとおりとする。 

２ 別表の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第

72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 

 

（賃貸借料の支払） 

第４条 受注者は前月分の料金を発注者に請求するものとする。 

２ 発注者は、受注者に対して毎月末までに前月分の賃貸借料を支払うものとする。 

３ 発注者はその責めに帰すべき理由により第2項の支払期限までに料金を支払わないと
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きは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.9パー

セントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 

 

（賃貸借料） 

第５条 発注者は、前条により料金を各月毎に請求する場合に、料金の計算期間は、各月

の初日から月末までの1ヶ月を単位とする。 

２ 契約の開始又は終了の月の日数が1ヶ月の日数に満たない場合の賃貸借料は、当月暦月

の日数の如何にかかわらず、1ヶ月を30日として日割り計算（当該金額に1円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をするものとする。 

 

（自動車等の滅失） 

第６条 自動車等が天災地変その他不可抗力による場合を含め、滅失し、又は毀損、損傷

して修理、修復不能となった場合において、発注者が受注者に対し書面でその旨を通知

し、受注者がその事情を認めて発注者に通知したときは、この契約は終了する。この場

合において、自動車等が存在するときは、発注者は、第17条の規定に従うものとする。 

 

（保管場所及び使用） 

第７条 発注者は、自動車等の本来の用法及び諸法令に従い、通常の業務のため、善良な

る管理者の注意をもって使用及び保管するものとする。 

２ 自動車等の保管、使用、運行等に関し、本来の用法及び道路運送車両法（昭和 26 年法

律第 186 号）その他に違反し使用した責任及び罰金等は、一切発注者の責任と負担とす

る。 

 

（自動車等の引渡し） 

第８条 受注者は、自動車等をその登録から速やかに完全に使用できる状態にして、発注

者に引き渡さなければならない。 

２ 自動車等の引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。 

３ 受注者は、第1項の引渡期日までに自動車等の引渡しができないときは、その理由を付

して発注者に引渡期日の延期を申し出なければならない。 

４ 前項の申出があった場合において、発注者が引渡期日の延期を承認したときは、その

理由が天災その他不可抗力によるものと認められる場合又は発注者の責めに帰すべきも

のである場合を除き、受注者は、その引渡期日の翌日から引渡しの日までの日数に応じ、

頭書に定める契約期間に係る賃貸借料の総額につき年5.0パーセントの割合で計算して

得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。 
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（自動車等の原状変更） 

第９条 発注者は、あらかじめ受注者の書面により承諾を得た場合を除き、自動車等の改

造、模様替え及び性質機能、品質等についての変更をしてはならない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第10条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又はこれを

承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、こ

の限りでない。 

 

（維持管理費用） 

第11条 発注者は、自動車等の通常走行に要する経費及びその維持費並びに発注者の責め

により生じた経費を負担し、受注者は、それ以外の経費及び定期点検、公租公課等義務

的経費を負担する。ただし、いずれの負担に属するか判断し難い場合は、その都度協議

の上、決定する。 

 

（契約の解除） 

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。 

（1） 受注者の責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

（2） 本条第3項に規定する理由によらないで受注者から契約解除の申出があったとき。 

（3） 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時物品等の調達契約を締結する事業所の代表者

をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以下この号にお

いて「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定す

る暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関

与していると認められるとき。 

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等

直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認

められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを
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知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相

手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して

当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者は、前項に定める場合のほか必要があるときは、この契約を解除することがで

きる。 

３ 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により、この契約を履行することができない

と認められるときは、この契約を解除することができる。 

 

第13条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解

除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請

求することができない。 

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。）第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措

置命令」という。)を受け、かつ、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第

52条第5項の規定により確定したとき。 

(2) 受注者が独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納

付命令(以下「納付命令」という）を受け、かつ、当該納付命令が同条第5項又は独

占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁

止法第51条第2項の規定により取り消されたときを含む。）。 

(3) 受注者が、独占禁止法第66条に規定する審決（同条第3項の規定による原処分の全

部を取り消す審決を除く。）を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法

第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。 

(4) 受注者が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合

において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 

(5) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事

業者である事業者団体に対して行われ、かつ、各名あて人に対する命令すべてが確

定した場合（独占禁止法第49条第7項、第50条第5項若しくは第52条第5項の規定に

より確定した場合（当該確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により

取り消された場合を含む。）若しくは独占禁止法第66条に規定する審決（同条第3

項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。）を受け、かつ、当該審決の

取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合又

は同項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において当該訴えを却下

し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。次号において「確定した場合」

という。）における当該命令をいう。）において、受注者に独占禁止法に違反する

行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(6) 排除措置命令又は納付命令（これらの命令が受注者に対して行われたときは受注者
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に対する命令で確定した場合における当該命令を、これらの命令が受注者以外のも

の又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは各名あて人

に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。）により、受注者に

独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象と

なった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に

係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定し

た場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実

行期間（独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。）を除く。）に入

札、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき（当該違反する行為が、この契

約に係るものでないことが明らかであるときを除く。）。 

(7) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、

独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条（独占禁止法第89条第1項又は第90

条に規定する違反行為をした場合に限る。）に規定する刑又は刑法（明治40年法律

第45号）第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 

 

（不正行為に伴う賠償金） 

第14条 受注者は、この契約に関して、第13条各号のいずれかに該当するときは、発注者

が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として頭書に定める契約期間に係る賃貸借料

の総額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。た

だし、第13条第1号から第6号までに掲げる場合において、排除措置命令、納付命令又は

審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同

項第6号に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第6項に規定

する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対し

て、その超える額についても賠償金として請求することができる。 

３ 前2項の規定は、この契約期間の終了後においても適用があるものとする。 

 

（瑕疵担保） 

第15条 受注者は、受注者が発注者に貸し付けた車両に瑕疵があったときは、自己の負担

において必要な補修を行い、又は同仕様の他の車両と交換しなければならない。 

２ 受注者が前項の補修に応じないときは、発注者がこれを行い、その費用を受注者から

徴収するものとする。 

３ 発注者は、自動車等の瑕疵により損害を受けたときは、その損害の賠償を求めること

ができる。 
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（相殺） 

第16条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有す

る賃貸借料請求権その他の債権と相殺することができる。 

 

（自動車等の返還） 

第17条 契約期間が満了した場合又は第12条若しくは第13条の規定により、この契約を解

除した場合は、第9条により自動車等の原状を変更した場合にあっては、原状に回復して

受注者に返還するものとする。 

２ 前項の規定により発注者が自動車等を返還したときは、受注者は発注者受注者協議し

て定める期間内にこれを引き取るものとする。 

３ 自動車等の引取りに要する運送等の費用は受注者の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第18条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁

判所を第一審の裁判所とする。 

 

（協議事項） 

第19条 この契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、必要に応じ、発注

者受注者協議してこれを定めるものとする。 

 

この契約を証するため、本書を２通作成し、発注者受注者両者記名押印の上、各自その

１通を保有するものとする。 

 

 

令和６年 月 日 

 

発注者 住 所 福島県いわき市平字大町７番１号 平セントラルビル４階 

氏 名 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 中間貯蔵管理センター所長   水 取 周 隆     印 

 

 

受注者 住 所  

氏 名  

                         印 

 



別表

ボディタイプ
台数
　(台)

利用期間 月(日)数
単価

　　　　　(円)

金　額
　

(円)

内　　　　　　　　訳

ワゴン 5
令和６年４月１日
　　～令和７年３月３１日

12ヶ月 円/月＊1２ヶ月

0

0

0

中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令和６年度) 　内訳書

小計

消費税額

合計
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中間貯蔵管理センター用レンタカー（ワゴン）賃貸借業務（令和６年度） 仕様書 
 
１． 業務の名称 

中間貯蔵管理センター用レンタカー（ワゴン）賃貸借業務（令和６年度） 
 
２． 業務の目的 

「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処におい

て必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方について」（平成 23 年 10 月 29 日環境省）では、

今後、福島県内で発生する除染等に伴って大量に発生すると見込まれる除去土壌等及び一

定程度以上に汚染されている指定廃棄物等については、その量が膨大であること、最終処

分の方法について現時点で明らかにしがたいことから、これを一定の期間、安全に集中的

に管理・保管するために中間貯蔵施設を設置するものとしている。これに伴い当社は福島

県いわき市に中間貯蔵管理センターを設置し、中間貯蔵に係る業務を行っているところで

ある。 
中間貯蔵管理センターが使用する社用車については、これまで恒常的に確保して運用し

ているところであるが、令和６年度においても社用車を確保し、拡大する業務に対応する

こととしたい。 
 
３．車両・装備等仕様について 
（１）車種：ワゴン 

 排 気 量：2,500ＣＣ程度以上 

駆 動 方 式：４ＷＤ（４ＷＤが無い場合、２ＷＤも可とする） 

乗 員 定 員：10 人以上 

車 両 寸 法：全長 5,080 ㎜以上 5,400 ㎜以下、全幅 1,695 ㎜以上 1,900 ㎜以下 

全高 2,280 ㎜以上 2,300 ㎜以下 

必 要 台 数：５台 
賃貸借期間：令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

※ただし、契約解除条項をもって期中に解約する可能性あり。 
 

※借用するレンタカーは、自動車損害賠償保険及び本仕様書６.自動車保険に加入後、納車す

ること。 
※「国等による環境物品等の調達の促進に関する法律」（グリーン調達法） 第６条第１項の

規定に基づく「環境物品の調達の推進に関する基本方針」（グリーン購入法環境物品基本方

針）の「自動車」の基準を満たし、かつ国土交通省の低排出ガス車認定制度、及び低燃費

車認定制度において燃費基準達成車であること。 
但し、４ＷＤ車については、グリーン購入法環境物品基本方針及び低排出車認定制度の

両方に適合する車両が少ないことを踏まえ、各基準に準拠した車両で配置せざるを得ない
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場合には、協議に応ずる。 
 
４． 装備品等 
（１）パワーステアリング 
（２）パワーウインドウ （運転手席） 
（３）運転席及び助手席ＳＲＳエアバッグ 
（４）アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ） 
（５）電磁式ドアロック（集中ドアロック） 
（６）熱線リアウインドウ 
（７）オートエアコン 
（８）３点式シートベルト（全席装着可能） 

（９）カーナビゲーションシステム（平成３０年度版以降の地図搭載であること） 

（10）ＥＴＣ車載器（セットアップ済のもの） 

（11）バックモニター搭載 

 

５．燃料 
無鉛レギュラーガソリン 

 
６．自動車保険 
（１）自動車賠償責任保険に加入のこと 
（２）任意保険に加入のこと （下記の条件以上であること） 

①対人保証：１名につき無制限 （自賠責保険を含む） 
②対物保障：１事故につき無制限（免責０円） 
③車両保険：１事故につき時価額（免責０円） 
④搭乗者傷害保険(死亡、入・通院、後遺障害含む)：１名につき 3,000 万円以上 

（３） 免責保証料は、 借料に含むものとする。 
 
７．代車補償 

事故を起こし車両の修理が必要となった場合、修理期間中は、請負者の負担で同等の代

車を保証するものとする （ノン・オペレーションチャージの適用あり）。 
 
８．物件の納品方法 
（１）賃貸借期間の開始までに、別途担当者と調整の上、決めた日時までに納品予定の車両

に関する情報（車種、車両ナンバー等）について通知するものとする。 
（２）賃貸借期間の開始までに、別途担当者と調整の上、決めた日時及び場所に納品するも

のとする。 
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９．物件の返還方法 

賃貸借期間の終了までに、別途担当者と調整の上、決めた日時及び場所に返還するもの

とする。 
 
10． 冬期間の装備等 

（１）１１月１日から４月１５日までの間は、冬期間とする。 

（２）使用者の求めに応じ、ワイパーをスノーブレードに、タイヤをスタットレスタイヤ

に交換するものとする。 

（３）冬期間は、各車両にスノーブラシを装備するものとする。 

（４）上記、（２）から（３）にかかる費用は、契約金額に含まれるものとする。 

 

11． 中間貯蔵管理センターの所在地 

福島県いわき市平字大町７－１ 平セントラルビル４階 

 

12． 支払条件 

発注者への納入後、月末にその月の利用料を発注者に請求すること。 支払いは代金支

払請求書受領月の翌月末とする。 

 

13．その他 

（１）賃貸借期間中、必要に応じて点検等（オイル交換を含む）を行うものとする。その際

には同等の代車を用意し、レンタカーの利用に支障が生じないよう配慮すること。 

（２）使用者の求めに応じて、ウオッシャー液及びバッテリー液を補充するものとする。 

（３）上記、（１）と（２）にかかる費用は、契約金額に含まれるものとする。 

（４）借り入れた車両は、 避難指示解除準備区域、 居住制限区域及び帰還困難区域へ入る

ことがある。 

（５）返還時に放射線量が放射性物質除染スクリーニングレベルの基準値（13,000cpm）を超

過している場合には、当社の負担により基準値以下となるまで除染した上で返還するも

のとする。 

（６）禁煙車を基本とするが、喫煙車を貸与する場合は室内を消臭のうえ貸与すること。 

（７）本仕様書に疑義が生じたとき、 又は本仕様書により難い事由が生じたとき、 あるい

は本仕様書に記載のない細部事項については、 当社の担当者と速やかに協議し、その指

示に従うこと。 



 

競争参加資格確認申請書 

 

                                                  令和６年  月  日 
   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

    中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿 

 

 

                                住    所   

                                商号又は名称 

                                代 表 者 氏 名                      印 

 

 

  令和６年２月６日付けで公告のありました中間貯蔵管理センター用レンタカー

(ワゴン)賃貸借業務(令和６年度)に係る競争参加資格について確認されたく、下

記の書類を添えて申請します。 

 なお、発注説明書４の競争参加資格を満たしていること及び添付書類の内容に

ついては事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

記 

 

 

令和04・05・06年度に有効な全省庁統一資格（役務の提供、営業品目「賃

貸借」）の審査結果通知書の写し。 

ただし、令和04・05・06年度の同条件の資格の申請中である場合はその写

し。 

 

以上 

 

 



質問・回答書 

業務名 
中間貯蔵管理センター用レンタカー(ワゴン)賃貸借業務（令

和６年度） 

会社名 

 

 

 

                                                   印 

担当者名 
 

                                                   印 

質問番号 仕様書頁 質  問 回  答 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 １．質問がある場合はこの様式により質問を提出してください。 

２．期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。郵送の場合、

期限まで必着のこと。 

 

                            中間貯蔵・環境安全事業株式会社  

別紙 


